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　日本医業経営コンサルタント協会は、厚生省（当時）
主導により、日本医師会、日本歯科医師会、四病院
団体協議会（日本病院会、全日本病院協会、日本医療
法人協会、日本精神科病院協会）をはじめとした
医療関連団体の賛同の下、多様な専門分野を持った
「認定登録 医業経営コンサルタント」を擁する団体
として、平成2（1990）年に社団法人として設立を許
可され発足いたしました。

　その後、平成24（2012）年には、内閣府から認定を
受け、公益社団法人に移行し、「医業の社会公共性
を経営面から支援活動することにより、医業経営の
健全化・安定化に資する」ことを目的に活動をして
おります。

　日本における少子高齢社会の到来による医療需要の
変化をはじめ、医療・介護従事者不足、地域格差、
さらには新型コロナウイルス感染症による社会情勢の
変化など、医療・保健・介護・福祉界を取り巻く環境は
大きく変化し、その対応は喫緊の課題です。

　このような現代の複雑・高度化した課題を、個人や
一企業で解決するのではなく、協会の会員相互連携は
もとより、関連団体との協働も促進することで、より
効果的な支援を実現してまいります。

　これからも会員の皆様や関係者の方 と々ともに、医療
機関、介護・福祉施設等の健全経営を支えるため、
当協会の活動につきましてもご理解・ご支援を賜ります
よう、心よりお願い申し上げます。
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■ 個人正会員数：2,488人（認定登録者数：1,877人）■ 法人正会員数：5法人　■ 賛助会員数：16法人
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「医業経営コンサルタント」の定義
すべての国民が、健康で文化的な生活を営む権利を享受することのできる、社会
福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進のために、医療・介護・福祉提供体
制の基本となる、医療機関等の基本的基準について規定した関連法令等を遵従
することによって、プロフェッショナルとして連携と協働ができる仕組みに基
づき、有効的かつ効率的な医業経営の成果をあげることに寄与する者である。

医業経営のパートナーとしてさまざまな経営課題を解決する
プロフェッショナル。
それが、「認定登録 医業経営コンサルタント」です。
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病医院の経営に必要な知識と技術を学ぶ
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医師の地域間の偏在の是正
を図るための税制措置創設
について

令和6

社会保険医療の給付等に係
る消費税の見直しについて

医師の勤務環境改善支援の
ための税制措置創設と賃上
げ促進税制の税額控除上限
の引き上げについて

医療・介護サービスの生産
性向上に資する機器等の税
制優遇措置の創設について

医療法人の承継税制等の整
備について

（2024）年度提言内容

医療機関等における税制
のあり方に関する提言
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